










 

入院患児(者)の健全なる人格の変容をめざすうえで日常生活における職員の適

切な観察が重要な役割を果している。殊に疾病を有する人間を担当する職員に

とってはその観察方法に専門的な知識と技術が必要になってくる。実態を正確

に把握しないままに接することは患児(者)の発達に無益であるばかりか、時に

は有害になっていることを認識しなければならない。ましてや、進行性筋萎縮

症児(Duchenne)のような思春期で貴い生命を絶たねばならない人々にとって一

日一時の生活が大切になる。当院において、昭和 48 年度研究報告で明らかにし

たように、療育記録の様式の検討を重ねてきた。以来、二年間の実践経過を経

たので一考察を加えてここに報告する。 


